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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２２年１０月２８日 

                         運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２１年５月２２日 ２０時１１分ごろ 

発生場所 関門海峡西口付近 大藻
おおも

路岩
じいわ

灯標から真方位０１６°２.１海里付近 

（概位 北緯３４°０２.６′ 東経１３０°４９.４′） 

事故調査の経過 平成２１年５月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取手続きを行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 VIGOR
ｳ ﾞ ｨ ｶ ﾞ ｰ

 S W
ｴｽﾀﾞﾌﾞﾙ

、２０,２３６トン（パナマ籍） 

９３８３５０８（ＩＭＯ番号）、SHIN WEI NAVIGATION CO.,LTD.（船

舶管理者） 

１７７.１３ｍ×２８.４０ｍ×１４.２５ｍ、鋼 

ディーゼル機関、６,６２０kＷ、２００９年５月２２日 

Ｂ 貨物船 APOLLO
ｱ ﾎ ﾟ ﾛ

 PROGRESS
ﾌ ﾟ ﾛ ｸ ﾞ ﾚ ｽ

、８,７１４トン（パナマ籍） 

９４４９３１４（ＩＭＯ番号）、TOSCO KEYMAX INTERNATIONAL SHIP 

MANAGEMENT CO., LTD.（船舶管理者） 

１１９.０５ｍ×１９.４０ｍ×１４.１０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、３,９００kＷ、２００８年５月２０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６５歳 

締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

交付年月日 ２００８年６月１２日 

（２０１３年５月８日まで有効） 

Ｂ 三等航海士Ｂ 男性 ２５歳 

締約国資格受有者承認証 三等航海士（パナマ共和国発給） 

交付年月日 ２００９年１月２２日 

（２０１３年９月１３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷前部船側外板に凹損、右舷後部船側外板に凹損等 

Ｂ 左舷船首外板に曲損、左舷船尾船側外板に凹損等 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが操船指揮をとり、一等航海士を補佐に、甲板手を手動

操舵に当たらせ、平成２１年５月２２日１９時５３分ごろ、関門海峡西口

の六連島北東方沖において、針路を約３２０°（真方位、以下同じ。）、速

力を約１３.５ノット（kn）（対地速力、以下同じ。）とした。 

船長Ａは、左舷前方に約１３.５kn の速力で前路を右方へ横切る態勢の

Ｂ船の右舷灯を視認し、左に変針して右舷対右舷で通過しようと左回頭を

開始したところ、Ｂ船が右回頭を開始して至近に迫り、左舵一杯としたも
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のの２０時１１分ごろＡ船の右舷前部とＢ船の左舷船首が、続いてＡ船の

右舷後部とＢ船の左舷船尾が衝突した。 

Ｂ船は、関門海峡六連島東方沖を東進中、三等航海士Ｂ及び甲板手Ｂが

航海当直につき、針路約０９０°、速力約１３.５kn とし、２０時００分

ごろレーダーで右舷前方に、左からＡ船、Ｃ船及びＤ船が北西進するのを

初認した。 

三等航海士Ｂは、Ｂ船が、関門航路に入航するために針路を１４１°に

変針する場所に接近したことから、甲板手に手動操舵をとらせて、右に変

針を開始したところ、Ｃ船と接近し過ぎるため、針路を約１０５°に保持

してＣ船と右舷対右舷で通過した。その後、Ｄ船から右舷対右舷で通過す

るようＶＨＦで連絡があり、三等航海士Ｂは、左舷灯を見せていたＡ船と

Ｄ船の中間を、Ａ船と左舷対左舷、Ｄ船と右舷対右舷で通過しようと右舵

１０°として右転していたとき、Ａ船が左転していることに気付き、右舵

一杯としたが、両船が衝突した。 

Ａ船は、関門マーチスに事故の通報を行い、衝突場所の北方に投錨し、

Ｂ船は、衝突場所の南方に投錨した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風速 約２.２～約３.１m/s、視界 良好

海象：静穏 

 その他の事項  Ａ船、Ｂ船、Ｃ船及びＤ船の位置、針路及び速力は、Ａ船及びＢ船のＶ

ＤＲ及びＡＩＳ情報の記録による。  

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

Ａ船は、夜間、関門海峡西口付近において北西

進中、船長ＡがＢ船と右舷対右舷で通過しようと

左転を開始する際にＢ船に対する適切な見張りを

行わなかったため、両船が至近に迫ってＡ船が左

舵一杯としたものの、Ｂ船と衝突したものと考え

られる。 

Ｂ船は南東進中、三等航海士ＢがＡ船に対する

適切な見張りを行わなかったため、左転している
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ことに気付かずに左舷対左舷で通過しようと右転

し、両船が至近に迫ってＢ船が右舵一杯としたも

のの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、関門海峡西口付近において、Ａ船が北西進中、Ｂ船が

南東進中、船長Ａが、Ｂ船と右舷対右舷で通過しようと左転を開始する際

にＢ船に対する適切な見張りを行わず、また、三等航海士Ｂが、Ａ船に対

する適切な見張りを行わず、Ａ船が左転していることに気付かずに左舷対

左舷で通過しようと右転したため、両船が衝突したことにより発生したも

のと考えられる。 

 




